
新潟市公衆浴場経営安定化事業補助金交付要綱      
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改正  平成１０年 ４月 １日 

改正  平成１６年 ４月 １日 
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改正  平成２３年 ４月 １日 

改正  平成２６年 ４月 １日 

改正 平成２９年 ４月 １日 

改正 令和 ２年 ４月 １日 

改正 令和 ３年 ４月 １日 

改正 令和 ５年 ４月 １日 

改正 令和 ８年 ４月 １日 

 

（趣 旨） 

第１条  この要綱は，公衆浴場を確保し市民の保健衛生の維持及び向上を図るため，公衆浴

場経営者に対し，浴場経営に最低限必要な光熱水費等運営に要する経費に対し，予算の範

囲内で補助金を交付することを目的とし，この交付に関しては，新潟市補助金等交付規則

（平成１６年新潟市規則第１９号。以下「規則」という。）に定めるもののほか，この要

綱の定めるところによるものとする。 

 

（定  義） 

第２条  この要綱で「公衆浴場」とは，公衆浴場法（昭和２３年法律第１３９号）第２条第

１項に基づく営業許可を受けている公衆浴場であって，物価統制令（昭和２１年勅令第１

１８号）第４条の規定により入浴料金の統制額を指定されているものをいう。 

 

（交付の対象） 

第３条  補助金は，次に掲げる要件を備えている公衆浴場の経営者を交付の対象とする。 

(1)  原則として，浴場経営を今後５年間以上継続して行う意志のある者 

(2)  営業日数が年間概ね２５０日以上で，経営内容及び利用者の実態から補助金の交付

を受けることが妥当と認められる者 

(3)  浴場施設設備の衛生措置状況が関係法令に違反していない者 

(4)  公租公課を滞納していない者 



(5) 当該年度分の事業税（当該年度分が確定していない場合，確定している直近の当該

税）が非課税の者 

(6)  新潟市公衆浴場協同組合（以下「組合」という。）の組合員にあっては，組合推薦

を受けた者 

 

（補助対象事業及び補助対象経費） 

第３条の２  補助金の交付の対象となる事業及び経費は，別表第１に掲げるものとする。 

 

（補助金の額） 

第４条  補助金の額は，１浴場当たり別表第１に掲げる対象事業ごとにそれぞれ同表に掲げ

る対象経費の基準額と実支出額とを比較して少ない方の額に２分の１を乗じて得た額の

合計額とする。この場合において，合計額に１千円未満の端数が生じた場合は，これを切

り捨てるものとする。  

２  市長は，地域の状況から特に確保することが必要と認められる公衆浴場（以下「指定確

保浴場」という。）にあっては１浴場当たり別表第２に掲げる額とすることができる。 

 

（補助金の減額） 

第５条  市長は，前条の規定にかかわらず年間営業日数が概ね２５０日に達しないときは，

補助金を減額することができる。 

 

（推薦の届出） 

第６条  組合は、第３条第６号に規定する推薦を行う場合は, 別記第１号様式に別記第１

号様式の２の概要書を添えて別に指定する日までに市長に届けなければならない。 

２  組合は，前項の規定により届出を行う場合は，推薦する浴場について第３条第１号から

第５号に掲げる要件等について調査し，適正と認めるものを推薦しなければならない。 

 

（交付申請書）  

第７条  補助金の交付を受けようとする者は，規則第６条に定める申請書に別記第２号様式

の経営計画書を添付し，規則第１３条に定める実績報告書に別記第２号様式の２の経営実

績書及び新潟市税納税証明書を添付し，それぞれ別に定める日までに市長に提出しなけれ

ばならない。 

 



（概算払） 

第８条  市長は，必要と認める場合は概算払することができる。 

２  補助金の概算交付を受けようとする者は，交付申請時に概算交付願いを市長に提出しな

ければならない。 

 

（手続代行） 

第９条  組合は，次に掲げる手続き等の事務を補助金交付の対象となる経営者から委任を受

けてすることができる。       

  (1)  規則第６条，第７条，第１０条，第１３条及び第１４条の規定による補助金交付申

請等の事務  

 (2) 前条第２項の規定による概算交付願いを提出すること。 

  (3)  補助金を受領すること。 

２  組合は，前項の規定による事務を行おうとする場合は，別記第３号様式の事務受任届に

別記第３号様式の２の委任状を添えて市長に提出しなければならない。 

 

（関係書類の整理保存）  

第１０条  補助金の交付を受ける経営者は，その経営する公衆浴場に係る収入及び支出を明

らかにした帳簿を備え，当該帳簿及び証拠書類を５年間保存しておかなければならない。 

 

附 則 

この要綱は，昭和６０年６月５日から施行し，同年４月１日から適用する。 

附 則 

  この要綱は，平成４年４月１日から施行する。 

附 則 

  この要綱は，平成１０年４月１日から施行する。 

附 則 

  この要綱は，平成２２年６月２１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は，平成２３年４月１日から施行する。 



附 則 

 この要綱は，平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は，平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は，令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は，令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は，令和５年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 １ この要綱は，令和８年４月１日から施行する。 

 ２ この要綱は，令和１１年３月３１日限り，その効力を失う。 

 

別表第1（第３条の２，第４条関係） 

対 象 事 業 基 準 額 対 象 経 費 

「つくり湯」事業 

 浴場の開場（営業開始）

までに湯を用意する事業 

年額２,０００千円 浴場経営に要する光熱水費・燃料費 

 

 

別表第２（第４条関係） 

指定確保浴場の補助金の額 年額１００万円 



別記第１号様式（第６条関係）  

 

 

 

補  助  金  交  付  浴  場  推  薦  届 

 

 

 

                                    年    月    日 

 

 新潟市長   様 

 

 

 

新潟市公衆浴場協同組合      

                         理事長                   

 

補助事業の名称 新潟市公衆浴場経営安定化事業 

推薦浴場の内訳 

指定確保浴場 浴場 

上記以外の浴場 浴場 

推薦浴場名及び 

事 業 内 容 等 
別記概要書のとおり 

 

 

 



別記第２号様式（第７条関係） 

 

     公  衆  浴  場  経  営  計  画  書 

 

浴場名  経営者名  

所在地  経営形態  

専業・兼業の別 専業 ・ 兼業 （                   ） 

１日平均利用人数 
大人 中人 小人 計 

人 人 人 人 

年間営業日数       日 

営業時間    時   分から   時   分まで（   時間  分） 

使用水の種類  下水道使用の有無  

燃料の種類  

浴場業収入額（年間） 
入浴料金 物品販売（荒利益） 雑収入 

円 円 円 

浴場業経費（年間） 
光熱水費 燃料費  

円 円  

経営安定化補助金交付申請額 円 

 

 

 

補助金交付申請額算出内訳 

つくり湯事業 光熱水費・燃料費 (A) 円  

光熱水費・燃料費基準額 (B) 円  

補助対象経費選定額 (C) 円  

補助所要額 (C)×1/2=(D) 円  

備考  

 

 

 

 

 

 



別記第２号様式の２（第７条関係） 

 

公  衆  浴  場  経  営  実 績 書 

 

浴場名  経営者名  

所在地  経営形態  

専業・兼業の別 専業 ・ 兼業 （                   ） 

１日平均利用人数 
大人 中人 小人 計 

人 人 人 人 

年間営業日数       日 
年間営業日数が２５０日を満たないときの理由 

 

営業時間    時   分から   時   分まで（   時間  分） 

使用水の種類  下水道使用の有無  

燃料の種類  

浴場業収入額（年間） 
入浴料金 物品販売（荒利益） 雑収入 

円 円 円 

浴場業経費（年間） 
光熱水費 燃料費  

円 円  

経営安定化補助金所要額 円 

 

 

補助金交付申請額算出内訳 

つくり湯事業 光熱水費・燃料費 (A) 円  

光熱水費・燃料費基準額 (B) 円  

補助対象経費選定額 (C) 円  

補助所要額 (C)×1/2=(D) 円  

補助金交付決定額   (E) 円  

差引過不足額  (E)－(D)=(F) 円  

備考  

 

 

 

 



別記第３号様式（第９条関係）  

 

 

 

事  務  受  任   届 

 

 

 

                                    年    月    日 

 

 新潟市長   様 

 

 

 

新潟市公衆浴場協同組合      

                         理事長                  

 

事 務 受 任 の 内 容 

  １  経営安定化事業補助金（以下「補助金」という。）の 

    交付申請（実績報告）をすること。 

 

  ２  補助金交付決定（確定）の通知を受けること。 

 

 ３ 補助金変更の申請及び承認を受けること。 

 

  ４  概算交付に関する事務をすること。 

 

  ５  補助金を受領すること。 

添   付   書   類   委任状          通 



別記第３号様式の２（第９条関係） 

              

                              委        任        状  

 

年    月    日 

 

  新潟市公衆浴場協同組合理事長         を代理人と定め，新潟市公衆浴場経営安

定化事業補助金交付要綱に定める下記の事項を委任します。 

               

記 

 

  １  補助金の交付申請（実績報告）をすること。         

  ２  補助金交付決定（確定）の通知を受けること。     

  ３ 補助金変更の申請及び承認を受けること。 

  ４  概算交付に関する事務をすること。          

  ５  補助金を受領すること。 

 

浴  場  名 所    在    地 経営者名 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



別記第１号様式の２（第６条関係） 

 

推  薦  浴  場  概  要  書 

浴場名 所在地 経営者名 

建 設 

（取得） 

年 次 

営 業 

予 定 

日 数 

１日営業 

予 定 

時 間 

１日平均利用者数 従事者数 経営安定化 

事業補助金 

予  定  額 大人 中人 小人 家族 雇用者 

       年     日     時間    人    人    人    人      人      千円 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             


